
中高層条例・早期周知条例の概要 

 

１ 条例の対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 延べ面積が3,000㎡以上。 

⑵ 建築物の計画敷地境界線から10ｍの範囲内に学校等の敷地がある。 

⑶ 学校等に一定の日影の影響を及ぼす。（建築物の高さに相当する水平距離の範囲内で、冬至日において

真太陽時の午前９時から午後３時までの間に当該建築物の日影が及ぶ範囲内に学校等の敷地がある。） 

 

２ 条例の手続 （※１） 
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※１ 条例の手続を大幅に簡略化して示した。詳細な手続については手引を参照のこと。 

※２ 対象範囲については、早期周知条例手引６ページ、中高層条例手引６ページ 

※３ 延べ面積が1,000㎡を超え、かつ高さが15ｍを超える建築物は30日。それ以外の建築物（延べ面

積が1,000㎡以下、又は高さが15ｍ以下である建築物）は15日。 
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